
別表第２ 

 区   分 金  額 

１ 高齢者世帯（入居者が６０歳以上、かつ、同居者全員が

６０歳以上又は１８歳未満の世帯をいう。）の場合 
２１４，０００円 

２ 入居者又は同居

者に、障害者基

本法（昭和４５

年 法 律 第 ８ ４

号）第２条第１

号に規定する障

害者でその障害

の程度が次のい

ずれかに該当す

るものがいる世

帯の場合 

身体 

障害 

身体障害者福祉法施行規則（昭

和２５年厚生省令第１５号）別

表第５号の１級から４級まで

のいずれかに該当する程度で

ある者 

２１４，０００円 

精神 

障害 

精神保健及び精神障害者福祉

に関する法律施行令（昭和２５

年政令第１５５号）第６条第３

項に規定する１級又は２級に

該当する程度である者 

知的 

障害 

精神障害の程度に相当する程

度である者 

３ 入居者又は同居者に、別表第１の３の項に定める者がい

る世帯の場合 
２１４，０００円 

４ 入居者又は同居者に、別表第１の４の項に定める者がい

る世帯の場合 
２１４，０００円 

５ 入居者又は同居者に、別表第１の６の項に定める者がい

る世帯の場合 
２１４，０００円 

６ 入居者又は同居者に、別表第１の７の項に定める者がい

る世帯の場合 
２１４，０００円 

７ 子育て世帯（同居者に中学校修了前の者がいる世帯をい

う。）の場合 
２１４，０００円 

８ 市営住宅が法８条第１項若しくは第３項若しくは激甚

災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律

（昭和３７年法律第１５０号）第２２条第１項の規定に

よる国の補助に係るもの又は法８条第１項各号のいず

れかに該当する場合において市長が災害により減失し

た住宅に居住していた低額所得者に転貸するための借

り上げるものである場合（当該災害発生の日から３年を

経過した場合を除く。） 

２１４，０００円 

９ １の項から８の項までに掲げる場合以外の場合 １５８，０００円 

 


